
 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、地域防災力の強化を図るため自主防災組織の結成に要する費用に対

し、予算の範囲内でつくばみらい市自主防災組織結成補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則（平成１８年つくばみらい

市規則第３２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「自主防災組織」とは、災害対策基本法第５条２に基づき、「自

助」「共助」の意識をもち、自然災害等に備え、平時から自主的な防災活動を実施する

ことを目的として、つくばみらい市内で結成された組織をいう。 

 （補助対象組織） 

第３条 補助金の交付対象となる自主防災組織は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該

当するものとする。 

 （１） 地域住民による「自助」「共助」の意識に基づき、防災知識の普及及び防災訓

練等、自主的な防災活動を行い、自然災害等における被害の軽減を図るため、あらか

じめ地域の防災計画を作成すること。 

（２） 行政区（自治会を含む）または１０世帯以上で構成していること。 

 （３） その他市長が求める要件を満たすこと。 

 （補助金額及び補助対象費用） 

第４条 補助金額は、次の各号に定めるものとする。 

（１） 結成時一律補助金 ３万円 

（２） 結成年度に購入した、自主防災組織の結成時に必要な資機材、食料品、衛生用

品、初期消火に使用する物品、物置、パソコン等の経費（１，０００円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額）とし、１組織１回限り２２０，０００円を上限

に支給する。ただし、賃借料、手数料、使用料等は含まないものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「申請者」という。）は、自

主防災組織を結成した年度内に、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付申請書

（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。 

 （１） 自主防災組織構成員名簿 

 （２） 自主防災組織規約 

 （３） 地域の防災計画 

 （４） 区域図（住宅地図等で明示したもの） 

 （５） 資機材等購入に係る金額等が分かるもの（見積書等） 

 （６） その他市長が求める書類 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認め

るときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定通知書（様式第２号）によ



 

り申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、その

理由を付して、つくばみらい市自主防災組織結成補助金不交付決定通知書（様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助団体」という。）は、補助事業が

完了したときは、速やかにつくばみらい市自主防災組織結成補助事業実績報告書（様式

第４号）に次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度内に市長に

報告しなければならない。 

 （１） 資機材等購入に係る領収書の写し 

 （２） 資機材等購入に係る写真 

 （３） その他市長が求める書類 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じ

て現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、つくばみらい市自主防

災組織結成補助金確定通知書（様式第５号）により補助団体に通知するものとする。 

(補助金の交付請求) 

第９条 補助団体は、前条の規定による確定通知を受けたときは、つくばみらい市自主防

災組織結成補助金交付請求書（様式第６号）により市長に補助金の交付を請求するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに確定額を交付するものとす

る。 

 (補助金の概算払) 

第１０条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、つくばみらい市自主防

災組織結成補助金概算払請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の

円滑な遂行上必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の全部又は一部を概算払に

より交付することができる。 

（補助金の交付の取消し） 

第１１条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 （２） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 （３） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 （４） 補助金交付決定を受けた日の属する年度の末日までに報告がないとき。 

  （５） その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、つくばみらい市

自主防災組織結成補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により補助団体に通知する

ものとする。 

 （補助金の返還） 



 

第１２条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該金額を、既に交付し

ているときは、つくばみらい市自主防災組織結成補助金返還命令書（様式第９号）によ

り通知するものとし、補助団体に対し期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 （証拠書類の保存） 

第１３条 補助団体は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業が完了

した日の翌日から起算して５年間保存しなければならない。 

 （自主防災組織に対する助言等） 

第１４条 市長は、補助団体に対して、次の各号について必要な助言又は指導を行うこと

ができる。 

 （１） 地域における防災訓練及び防災啓発活動等の実施に関すること。 

 （２） 整備した資機材等の管理に関すること。 

 （３） その他市長が認める事項 

 （補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



 

様式第１号（第５条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付申請書 

 

年  月  日  

 

つくばみらい市長         様 

 

申請者 組 織 名                 

代表者住所 

                       代表者氏名 

 

 次の事業に関し、つくばみらい市自主防災組織結成補助金の交付を受けたいので、つくばみらい

市自主防災組織結成補助金交付要綱第５条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

１．自主防災組織結成補助金計画書 

事業名称  

組織結成年月日      年     月     日 

事業内容及び計画 

 

資機材等購入費用 金           円 

 

２．補助金交付申請額  

結成一律補助金 金 ３０，０００ 円 

資機材等購入費用 金        円 

申請額合計 金        円 

※千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 

※申請できる資機材等購入費用は、同要綱第４条に定める費用とし、上限２２万円とする。 

 

３．添付書類 

 （１） 自主防災組織構成員名簿 

 （２） 自主防災組織規約 

  （３） 地域の防災計画 

（４） 区域図（住宅地図等で明示したもの） 

（５） 資機材等購入に係る金額等が分かるもの（見積書等） 

  （６） その他市長が求める書類 



様式第２号（第６条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

つくばみらい市長       印   

 

     年  月   日付けで申請のあったつくばみらい市自主防災組織結成

補助金交付申請について、つくばみらい市自主防災組織補助金交付要綱第６条第１

項の規定により審査した結果、次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

１．事業名称 

 

２．補助金交付決定額 金        円 

 

３．交付の条件等 

   申請した年度内に、つくばみらい市自主防災組織結成補助事業実績報告書

（様式第４号）を提出すること。 

 

 

 

（教示）  

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、つ

くばみらい市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、つくばみらい

市を被告として (訴訟においてつくばみらい市を代表する者は、つくばみらい市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  



様式第３号（第６条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金不交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

つくばみらい市長       印   

 

     年  月   日付けで申請のあったつくばみらい市自主防災組織結成

補助金交付申請について、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱第６条

第２項の規定により審査した結果、下記のとおり決定しましたので、通知します。 

 

  １．事業名称 

 

  ２．不交付決定の理由 

 

 

 

 

 

 

（教示）  

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、つ

くばみらい市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、つくばみらい

市を被告として (訴訟においてつくばみらい市を代表する者は、つくばみらい市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  



 

様式第４号（第７条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助事業実績報告書 

 

年  月  日  

 

つくばみらい市長         様 

 

申請者 組 織 名 

代表者住所 

代表者氏名 

 

 つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり、関係書類を

添えて実績報告します。 

 

１．実績報告 

事業名称  

事業完了日       年       月       日 

資機材等購入額 

（同要綱第４条に定める費用） 
金           円 

 

２．実績額  金         円（上限 金２５万円） 

※千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 

※結成時一律補助金３万円を含めるものとする。 

 

３．添付書類 

（１） 資機材等購入に係る領収書の写し 

（２） 資機材等購入に係る写真 

（３） その他市長が求める書類 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

つくばみらい市長       印   

 

     年  月  日付けで実績報告のあった、つくばみらい市自主防災組織

結成補助金について、次のとおり確定しましたので、つくばみらい市自主防災組織

結成補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

  １．事業名称 

 

  ２．補助金の確定額   金           円 

 

３．備 考  

 

 

 

 

 

（教示）  

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、つ

くばみらい市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、つくばみらい

市を被告として (訴訟においてつくばみらい市を代表する者は、つくばみらい市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  



 

様式第６号（第９条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付請求書 

 

年   月   日  

 

つくばみらい市長         様 

 

申請者 組 織 名 

代表者住所 

代表者氏名 

 

  つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり請求しま

す。 

 

１．事業名称 

 

２．交付決定年月日      年    月    日 

 

３．交付決定額     金         円 

 

４．交付確定額     金         円 

 

５．既交付額      金         円 

 

６．今回請求額     金         円 

 

７．振 込 先 

金 融 

機関名 
 

銀行・金庫 

組合・(   ) 
支店名  

本店・支店 

支所・(   ) 

預金種別 
１．普通  ２．当座 

３．その他（     ） 
口座番号        

フリガナ  

口 座 

名義人 
 

 



 

様式第７号（第１０条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金概算払請求書 

 

年   月   日  

 

つくばみらい市長         様 

 

申請者 組 織 名 

代表者住所 

代表者氏名 

 

  つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱第１０条の規定により、補助金の概算払を次

のとおり請求します。 

 

１．事業名称 

 

２．交付決定年月日      年    月    日 

 

３．交付決定額       金         円 

 

４．概算払請求額      金         円 

 

５．振 込 先 

金 融 

機関名 
 

銀行・金庫 

組合・(   ) 
支店名  

本店・支店 

支所・(   ) 

預金種別 
１．普通  ２．当座 

３．その他（     ） 
口座番号        

フリガナ  

口 座 

名義人 
 

 



様式第８号（第１１条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付決定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

つくばみらい市長       印   

 

     年  月   日付け  第   号により交付決定をしたつくばみら

い市自主防災組織結成補助金について、次のとおり交付決定を取り消しましたの

で、つくばみらい市自主防災組織結成補助金交付要綱第１１条第２項の規定により

通知します。 

 

  １．事業名称 

 

  ２．交付決定額     金         円 

 

  ３．既 交 付 額     金         円 

 

  ４．取消した交付決定額 金         円 

 

  ５．取 消 理 由 

   

  ６．備   考 

 

（教示）  

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、つ

くばみらい市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、つくばみらい

市を被告として (訴訟においてつくばみらい市を代表する者は、つくばみらい市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  



様式第９号（第１２条関係） 

 

つくばみらい市自主防災組織結成補助金返還命令書 

 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

つくばみらい市長       印   

 

     年  月   日付け  第   号により交付決定の取消しを行った

つくばみらい市自主防災組織結成補助金について、つくばみらい市自主防災組織結

成補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり返還を命じます。 

 

  １．事業名称 

 

  ２．返還命令額    金        円 

 

  ３．返 還 期 日     年   月   日 

   

  ４．備   考 

 

 

 

 

（教示）  

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、つ

くばみらい市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすること

ができなくなります。）。  

２ この決定については、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、つくばみらい

市を被告として (訴訟においてつくばみらい市を代表する者は、つくばみらい市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。  


